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２種類の給付金で申請を受付中
　「臨時福祉給付金」「障害・遺族基礎年金受給者向けの給付
金」を受け取るには、平成 29 年２月１日までに申請が必要とな
ります。詳細は「広報はとやま」９月号の 18 ページをご覧くだ
さい。　問合せ：役場健康福祉課 地域福祉担当☎ 296－1241

日程 医療機関 診療科目 電話番号
３日（祝） 瀬川病院（小川町） 内科、外科 0493－72－0328

６日（日） ほしこどもおとなク
リニック（東松山市）

小児科、内科、ア
レルギー科 0493－24－0753

13 日（日）横澤内科医院（東松山
市）

内科、小児科、循
環器科、呼吸器科 0493－23－5813

20 日（日）松山クリニック（東
松山市） 内科 0493－22－6955

23 日（祝）たばた小児科（吉見町） 小児科 0493－54－8822

27 日（日）いちごクリニック
（東松山市）

内科、小児科、胃腸
科、アレルギー科 0493－36－1115

11 月の休日当番医

※ダイヤル回線、IP 電話、ひかり電話の場合

※診療時間　午前 9時～午後 5時

電話番号 受付時間
休日や夜間の急病相談

小児救急
電話相談

＃ 8000
※ 048－833－7911

（月～土） 午後７時～翌朝
７時　（日・祝日・年末年
始）午前９時～翌朝７時

おとなの
救急電話相談

＃ 7000
※ 048－824－4199

（月～土）午後６時 30 分
～ 10 時 30 分まで　（日・
祝・ＧＷ・年末年始）午前
９時～午後 10 時 30 分

平日夜間時のお子さんの急病・けがなど
比企地区
こども夜間
救急センター

0493－22－2822
【受付】月～金の午後７時
30 分～ 10 時　【診察】月
～金の午後８時から

場所：東松山医師会病院内（東松山市神明町 1－15－10）
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暮らし
Life Information

情報の

就
　
労

役
場
政
策
財
政
課

臨
時
職
員
募
集

鳩
山
町
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
平
成
28
年
度
第
２
回

入
会
説
明
会

目
の
不
自
由
な
方
へ

職
業
自
立
を

目
指
し
て
み
ま
せ
ん
か

介
護
の
仕
事
に
興
味
の
あ
る

シ
ニ
ア
の
方
々
へ

埼
玉
県
高
齢
者
等

介
護
職
就
労
支
援
事
業

▼
対
象
　
平
成
28
年
11
月
１
日
現

在
、60
歳
未
満
の
方
で
、簡
単
な
パ
ソ

コ
ン
操
作
の
で
き
る
方

▼
職
務
内
容
　
一
般
事
務
補
佐

▼
勤
務
期
間
　
平
成
28
年
12
月
１
日

（
木
）
～
平
成
29
年
３
月
31
日（
金
）

ま
で（
週
５
日
勤
務
）

▼
勤
務
場
所
　
鳩
山
町
役
場
政
策
財

政
課
内

▼
勤
務
時
間
　
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分（
休
憩
時
間
60
分
）

▼
賃
金
　
時
給
８
５
０
円（
社
会
保

険
・
雇
用
保
険
加
入
、通
勤
手
当
な

し
）

▼
募
集
人
員
　
１
人

▼
採
用
の
決
定
　
書
類
・
面
接
に
よ

り
決
定

▼
申
込
　
11
月
７
日（
月
）
～
21
日

（
月
）の
間
に
、履
歴
書
を
持
参
の
上
、

役
場
政
策
財
政
課（
役
場
庁
舎
２
階
）

へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
役
場
政
策
財
政
課 

政

策
推
進
担
当
☎
２
９
６

－

１
２
１
２

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
隣
に
、

平
成
29
年
２
月
、新
た
に
松
寿
園
東

館
が
開
設
す
る
こ
と
に
伴
い
、仕
事

を
し
た
い
方
を
急
募
し
ま
す
。

▼
対
象
　
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る

町
内
在
住
60
歳
以
上
の
方

▼
日
時
　
11
月
18
日（
金
） 

午
後
１

時
30
分
か
ら

▼
場
所
　
鳩
山
町
多
世
代
活
動
交
流

　
県
立
特
別
支
援
学
校
塙
保
己
一
学

園（
盲
学
校
）高
等
部
専
攻
科（
３
年

過
程
）で
は
、視
覚
障
が
い（
全
盲
ま

た
は
弱
視
）の
10
代
か
ら
60
代
の
方

が
、あ
ん
摩
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
指
圧
、

は
り
、き
ゅ
う
の
技
能
を
修
得
し
て

い
ま
す
。卒
業
時
に
は
国
家
試
験
の

受
験
資
格
が
得
ら
れ
、免
許
取
得
後

は
病
院
や
介
護
施
設
な
ど
へ
の
就

職
、治
療
院
開
業
、進
学
な
ど
の
道
が

開
け
ま
す
。

▼
選
考
日
　【
第
１
次
募
集
】12
月
２

日（
金
）　【
第
２
次
募
集
】２
月
13
日

（
月
）　
※
第
１
次
募
集
で
定
員
に
達

し
た
場
合
は
第
２
次
募
集
を
行
い
ま

せ
ん
。

▼
問
合
せ
　
県
立
特
別
支
援
学
校
塙

保
己
一
学
園（
盲
学
校
）高
等
部
専
攻

科
☎
２
３
１

－

２
１
２
１
、Ｆ
Ａ
Ｘ

２
３
９

－

１
０
１
５

　
県
で
は
、介
護
の
仕
事
の
経
験
が

な
い
原
則
60
歳
以
上
の
方
に
対
し
、

研
修
の
受
講
か
ら
県
内
介
護
事
業
所

へ
の
就
職
ま
で
を
支
援
し
て
い
ま

セ
ン
タ
ー
内
事
務
所

▼
問
合
せ
　
鳩
山
町
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
☎
２
９
６

－

６
２
１
６

す
。

▼
事
業
内
容
　
①
３
日
間
の
介
護
入

門
的
研
修
か
介
護
職
員
初
任
者
研
修

の
い
ず
れ
か（
も
し
く
は
両
方
）に
参

加（
研
修
は
県
内
各
地
で
開
催
）　
②

５
日
間
程
度
の
職
場
体
験
研
修
へ
の

参
加
　
③
ミ
ニ
マ
ッ
チ
ン
グ
会
や
個

別
マ
ッ
チ
ン
グ
を
通
し
て
、県
内
介

護
事
業
所
へ
就
業

▼
問
合
せ
　
㈱
シ
グ
マ
ス
タ
ッ
フ
大

宮
支
店（
埼
玉
県
か
ら
の
受
託
事
業

者
）☎
０
４
８

－

７
８
２

－

５
１
７

３（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
６
時
）

　平成 28 年６月６日に川角リサイクルプラザの回
転破砕機内で、爆発事故が発生しました。爆発事故の
原因は、燃やせないごみに出された中身入りのキャ
ンプ用ガスボンベであると想定されます。
　「燃やせないごみ」は、回転破砕機を使って処理し
ていますが、ガスが入ったスプレー缶等が「燃やせな
いごみ」に混入すると、回転破砕機内にガスが充満し
爆発する危険性があります。この危険性を回避する
ため、スプレー缶等（ガスボンベ等を含む）は人の手
による選別を行う「びん・かん」に分別していただく

ここ２年間のごみ処理場（川角リサイクル
プラザ）での事故発生状況

スプレー缶の出し方

平成 27 年４月爆発事故、平成 27 年 12 月爆発事故、
平成 28年１月火災事故、平成 28年６月爆発事故
原因　いずれの事故も使い捨てライター、充電池、スプ
レー缶、ガスボンベ等が燃やせないごみに混入したた
めに起こりました。
※�使い捨てライターは燃やせるごみに、充電池は販売
店等の回収箱に、スプレー缶やガスボンベ等はびん・
かんの日に出してください。

①中身を使い切る。
②�野外の風通しのよい火の気のない所で
穴をあける。

※�高齢や障がいなどにより穴が開けられ
ない場合は、スプレー缶のみを別袋に
入れて「キケン」と表示する。

③びん・かんの日に出す。
※�燃やせないごみ・有害ごみの日には出
さない。

ようお願いしています。
　回転破砕機は仮復旧しましたが、同じような原因
による事故が多発しており、本来の処理能力は取り
戻せていません。現在、従来行っていない燃やせない
ごみの異物選別を実施していますが、手作業のため
限界があります。
　施設の安定稼働や事故防止のため、ごみの分別を
徹底するようご協力をお願します。

▼ 問合せ　埼玉西部環境保全組合 川角リサイクル
プラザ☎ 294－4115

ごみ処理場での爆発事故が多発しています
スプレー缶は「燃やせないごみ」ではなく
「びん・かん」の収集日に出してください
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防
　
災

お
知
ら
せ

西
入
間
広
域
消
防
組
合

普
通
救
命
講
習
会

毛
呂
山
・
越
生

都
市
計
画
案
の
縦
覧

未
登
記
家
屋

取
り
壊
し
た
ら
届
出
を

犬
の
引
越
し
手
続
き

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

荒
川
緑
肥
を
無
償
で

配
布
し
ま
す

「
Ｓ
マ
ー
ク
」を

ご
存
知
で
す
か

年
末
調
整
説
明
会

税
を
考
え
る
週
間

▼
日
時
　
12
月
17
日（
土
） 
午
前
９

時
～
正
午

▼
場
所
　
西
入
間
広
域
消
防
組
合 

消
防
署（
毛
呂
山
町
）

▼
費
用
　
２
０
０
円（
テ
キ
ス
ト
代

含
む
）

▼
定
員（
先
着
順
）　
20
人

▼
申
込
　
11
月
１
日（
火
）
～
30
日

（
水
）ま
で
に
、消
防
署
ま
た
は
各
分

署
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。※
講
習

終
了
後
、修
了
証
を
交
付
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
西
入
間
広
域
消
防
組
合

消
防
署
☎
２
９
５

－

０
１
１
９

鳩
山
分
署
☎
２
９
６

－

０
１
１
９

越
生
分
署
☎
２
９
２

－

４
１
１
９

　
毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
の
変
更

に
あ
た
り
、都
市
計
画
法
第
17
条
の

規
定
に
基
づ
く
都
市
計
画
案
の
縦
覧

　
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
を
取
り

壊
し
た
方
は
、役
場
税
務
課
に「
家
屋

滅
失
申
告
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。後
日
、役
場
職
員
が
現
地
を
確
認

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
ま
た
、登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋

の
所
有
者
が
変
更
に
な
っ
た
と
き

は
、「
所
有
者
名
義
人
変
更
届
」を
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
役
場
税
務
課

☎
２
９
６

－

５
８
９
２

　
引
越
し
を
さ
れ
た
方
は
、ご
自
身

の
住
所
変
更
な
ど
の
ほ
か
に
、飼
い

犬
に
つ
い
て「
犬
の
登
録
事
項
変
更
」

の
届
出
が
必
要
で
す
。こ
の
届
出
が

さ
れ
な
い
と
、犬
は
以
前
の
住
所
に

い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の

で
、届
出
を
忘
れ
な
い
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。

▼
届
出
に
必
要
な
も
の
　
前
居
住
地

で
発
行
さ
れ
た
鑑
札

※
登
録
が
確
認
で
き
れ
ば
手
続
き
費

用
は
発
生
し
ま
せ
ん
。

※
住
所
の
ほ
か
、電
話
番
号
や
飼
い

　
河
川
の
堤
防
の
刈
草
か
ら
作
っ
た

堆
肥
を
配
布
し
ま
す
。（
販
売
等
の

目
的
の
方
に
は
配
布
し
ま
せ
ん
。）

▼
応
募
期
間
　
12
月
14
日（
水
）ま
で

（
当
日
消
印
有
効
）

▼
応
募
方
法
　
往
復
は
が
き
に
よ
り

応
募（
応
募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

※
詳
細
は
、荒
川
上
流
河
川
事
務
所

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w.ktr.

m
lit.go.jp/arajo/

）・
事
務
所
・
各

出
張
所
・
役
場
産
業
振
興
課
・
役
場

東
出
張
所
に
置
か
れ
て
い
る
応
募
要

領
を
参
照

▼
配
布
量
　
制
限
な
し（
応
募
多
数

　「
Ｓ
マ
ー

ク
」は
、厚
生

労
働
大
臣
認

可
の
標
準
営

業
約
款
制
度

に
従
っ
て
営
業
し
て
い
る
お
店
で

す
。

　
こ
の
Ｓ
マ
ー
ク
を
店
頭
に
表
示
し

て
い
る
お
店
な
ら
安
心
、安
全
、衛
生

が
保
証
さ
れ
、信
頼
で
き
る
お
店
選

び
の
大
き
な
目
安
と
な
り
ま
す
。ま

た
、万
が
一
の
場
合
、事
故
賠
償
基
準

に
基
づ
い
た
補
償
も
受
け
ら
れ
ま

す
。

▼
Ｓ
マ
ー
ク
登
録
店
　
理
容
店
、美

容
店
、ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
、め
ん
類
飲

食
店
、一
般
飲
食
店

▼
問
合
せ
　
公
益
財
団
法
人 

埼
玉

県
生
活
衛
生
営
業
指
導
セ
ン
タ
ー
☎

０
４
８

－

８
６
３

－

１
８
７
３

の
場
合
は
調
整
あ
り
）

▼
配
布
期
間（
予
定
）　
平
成
29
年
１

月
23
日（
月
）
～
２
月
４
日（
土
）（
１

月
29
日
を
除
く
）

▼
問
合
せ
　
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
　

荒
川
緑
肥
事
務
局
☎
０
４
９

－

２
４

６

－

１
０
３
１

主
が
変
わ
っ
た（
家
族
内
で
の
変
更

も
含
む
）な
ど
の
場
合
に
も
、届
出
が

必
要
で
す
。

※
転
出
の
場
合
は
、新
し
い
住
所
地

で
の
手
続
き
と
な
り
ま
す
。そ
の
際

は
、鳩
山
町
で
交
付
さ
れ
た
鑑
札
、狂

犬
病
予
防
注
射
の
済
票
を
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
届
出
先
　
役
場
生
活
環
境
課（
庁

舎
２
階
）ま
た
は
役
場
東
出
張
所

▼
問
合
せ
　
役
場
生
活
環
境
課

☎
２
９
６

－

５
８
９
４

　
11
月
11
日（
金
）
～
17
日（
木
）は

「
税
を
考
え
る
週
間
」で
す
。

　
今
年
は
、「
く
ら
し
を
支
え
る
税
」

を
テ
ー
マ
に
、税
の
役
割
や
国
税
庁

に
よ
る
諸
施
策
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

す
。詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（https://w
w

w. nta.go.jp

）を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

　
東
松
山
税
務
署
で
は
、給
与
の
支

払
い
が
あ
る
事
業
者（
法
人
・
個
人
）

向
け
の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
日
時
　
11
月
14
日（
月
）　
午
後
２

時
～
４
時（
東
松
山
市
、川
島
町
、吉

見
町
、鳩
山
町
の
事
業
者
が
対
象
。都

合
に
よ
り
、指
定
さ
れ
た
時
間
に
出

席
で
き
な
い
場
合
に
は
、同
日
・
同

場
所
の
午
前
10
時
～
正
午
へ
の
出
席

も
可
能
）　

▼
場
所
　
東
松
山
市
民
文
化
セ
ン

タ
ー
ホ
ー
ル（
東
松
山
市
六
軒
町
５

－

２
）

▼
問
合
せ
　
東
松
山
税
務
署
☎
０
４

９
３

－

２
２

－

０
９
９
０
　
※
自
動

音
声
案
内
に
従
い
番
号「
２
」を
選
択

し
て
く
だ
さ
い
。

を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
都
市
計
画
の
変
更
案
　

毛
呂
山
・
越
生
都
市
計
画
火
葬
場
の

変
更
案（
越
生
町
決
定
）

▼
縦
覧
期
間
　
11
月
11
日（
金
）
～

25
日（
金
） 

午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を

除
く
）

▼
縦
覧
場
所
　
越
生
町
ま
ち
づ
く
り

整
備
課
、毛
呂
山
町
ま
ち
づ
く
り
整

備
課
、鳩
山
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

【
案
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
】

　
都
市
計
画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

▼
対
象
　
越
生
町
、毛
呂
山
町
、鳩
山

町
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人

▼
提
出
期
限
　
11
月
25
日（
金
）午
後

５
時
15
分
ま
で（
期
日
必
着
）

▼
提
出
方
法
　
所
定
の
様
式（
17
条

縦
覧
意
見
書
様
式
１
）に
必
要
事
項

を
記
入
し
、持
参
ま
た
は
郵
送
で
提

出
。※
意
見
書
様
式
は
、縦
覧
場
所
ま

た
は
越
生
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
入

手
で
き
ま
す
。

▼
提
出
先
　
〒
３
５
０

－

０
４
９
４

越
生
町
大
字
越
生
９
０
０
番
地
２
　

越
生
町
役
場
ま
ち
づ
く
り
整
備
課

▼
問
合
せ
　
越
生
町
役
場
ま
ち
づ
く

り
整
備
課 

都
市
計
画
担
当
☎
２
９

２

－

３
１
２
１（
内
線
１
５
２
）

建物火災消火訓練を行う参加者

　９月17日、町立鳩山小学校で「第11回鳩山町防災訓
練」が行われ、石坂一・鳩山ニュータウン地区を中心
に、多くの参加者が訓練を通じて災害時の行動など
を学びました。
　当日は、自宅から一時避難所を経由して避難所へ
避難する訓練や、初期消火、負傷者の搬送、応急救護
などの実施方法を学んだほか、煙の中での移動や、起
震車で大地震時の揺れ方などを体験しました。参加
者は「実際の災害時には訓練した状況とは異なる場
合もあるので、どのように対応したらよいか考える
きっかけとなった」と話していました。

　 ９ 月 30 日 で 任 期 満 了 と
なった冨岡昌彦副町長が、９
月の第３回定例会で議決さ
れ、10 月１日再任（２期目）
しました。

「第11回鳩山町防災訓練」で
参加者が防災力を確認

鳩山町副町長に
冨岡昌彦氏が再任

防災レポート
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Life Information

11月中旬～12月上旬

暮らしの『相談室』

“街角の年金相談センター”を
ご利用ください

　“ 街角の年金相談センター ” では、予約制の対面
による年金相談を実施しています。役場では十分に
相談へのご対応ができない年金の給付等に関しても
相談ができますので、ぜひご利用ください。

▼予約申込方法　電話または相談センター窓口で、
相談希望日の１か月前から予約できます。ご予約の
際には、相談者および配偶者氏名、基礎年金番号、電
話番号、相談内容等について職員が聞き取りをしま
すので、事前にご確認をお願いします。また、ご予約
いただける時間は平日午前９時～午後４時までの間

（正午～午後１時の時間帯を除く）となっています。

▼ 申込・問合せ　街角の年金相談センター川越オ
フィス☎ 291－2820（平日午前８時 30 分～午後５
時 15 分）

　配偶者などからの暴力、セクシュアル・ハラスメ
ント、ストーカー行為などの「女性に対する暴力」は、
女性の人権を著しく侵害するものであり、男女平等
の妨げとなっています。この期間をきっかけに、女性
に対する暴力について考え、暴力のない社会づくり
を進めていきましょう。

ご存知ですか？
国民年金の任意加入制度

　老齢基礎年金（65 歳から受けられる年金）は、20
歳から 60 歳になるまでの 40 年間保険料を納めな
ければ、満額の年金を受け取ることができません。
　国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の
納付期間が 40 年間に満たない場合は、60 歳から
65 歳になるまでの間に、国民年金に任意加入して保
険料を納めることにより、受け取る年金額を増やす
ことができます。
　なお、老齢基礎年金を受けるためには、保険料の納
付済期間や保険料の免除期間等が原則として 25 年
以上必要となりますが、この要件を満たしていない
場合は、65 歳から 70 歳になるまで任意で加入する
ことができます。（ただし、昭和 40 年４月１日以前
に生まれた方に限られます。）
　また、海外に在住する日本国籍を持つ方も、国民年
金に任意加入することができます。詳しくは下記ま
でお問い合わせください。

▼ 問合せ　町民課保険年金担当☎ 296－1211（内
線 154 ～ 156）、川越年金事務所☎ 242－2657

　あなたが暴力の被害を受け、また、身近な人が被害
を受けて悩んでいたら、一人で悩まず、まずは下記の
相談機関にご相談ください。早めの相談が問題解決
への第一歩です。相談は無料で、秘密は厳守されま
す。

▼問合せ　役場総務課 人権政策担当☎ 296－1214

年金だより

女性に対する暴
力根絶のための
シンボルマーク

１人で悩んで
いませんか？

11 月 12 日～ 25 日は

「女性に対する暴力を
  なくす運動」期間です

相談機関 電話番号 受付時間

西入間警察署（生活安全課　警察安全相談係） ☎049－284－0110
月～金曜日、午前８時 30分～午後５
時 15分（夜間・土・日曜日・祝日は
当直対応）

埼玉県配偶者暴力相談支援センター（埼玉県婦人
相談センター ＤＶ相談担当） ☎048－863－6060

月～土曜日　午前９時 30 分～午後
８時 30分、日曜日・祝日　午前９時
30分～午後５時（年末年始を除く）

埼玉県配偶者暴力相談支援センター（埼玉県男女
共同参画推進センター　Ｗｉｔｈ Ｙｏｕ さいたま） ☎048－600－3800

月～土曜日　午前 10 時～午後８時
30 分（祝日、第３木曜日、年末年始、
臨時休館日を除く）

埼玉県西部福祉事務所（地域福祉担当） ☎049－283－6800 月～金曜日　午前８時 30 分～午後
５時 15分（祝日、年末年始を除く）

鳩山町役場（総務課 人権政策担当） ☎049－296－1214 月～金曜日　午前８時 30 分～午後
５時 15分（祝日、年末年始を除く）

お
知
ら
せ

相
　
談

平
成
29
年
成
人
式
の

日
程
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

▼
日
時
　
平
成
29
年
１
月
８
日（
日
） 

午
後
１
時
か
ら

▼
場
所
　
町
文
化
会
館
ホ
ー
ル

▼
対
象
　
平
成
８
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
９
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
方

※
現
在
他
市
町
村
に
住
民
登
録
し
て

い
る
方
で
、以
前
に
鳩
山
町
に
住
ん

で
い
た
方
も
出
席
で
き
ま
す
。

　
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
や

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
、女
性
を
め

ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
、法

務
局
職
員
と
人
権
擁
護
委
員
が
秘
密

　
相
談
や
遺
言
、各
種
許
認
可
申
請

　
相
続
等
に
関
す
る
登
記
に
つ
い
て

の
ご
相
談
は
、さ
い
た
ま
地
方
法
務

局（
予
約
受
付
の
各
登
記
所
に
つ
い

て
の
ご
案
内
電
話
☎
０
４
８

－

８
５

１

－

１
０
０
０【
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス

「
１
」】）ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
　
町
中
央
公
民
館

☎
２
９
６

－

２
７
７
４

厳
守
で
対
応
し
ま
す
。

▼
日
時
　
11
月
14
日（
月
）
～
20
日

（
日
） 

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時
　

※
た
だ
し
、19
日（
土
）・
20
日（
日
）

は
午
前
10
時
～
午
後
５
時

▼
相
談
電
話
番
号
　
０
５
７
０

－

０

７
０

－

８
１
０

▼
問
合
せ
　
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局

人
権
擁
護
課
☎
０
４
８

－

８
５
９

－

３
５
０
７

な
ど
の
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

▼
日
時
　
11
月
17
日（
木
）　
午
前
９

時
～
正
午

▼
申
込
・
場
所
・
問
合
せ
　
鳩
山
町

商
工
会
☎
２
９
６

－

０
５
９
１

相
続
に
関
す
る
登
記

全
国
一
斉

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」強
化
週
間

鳩
山
町
商
工
会
主
催

行
政
書
士
無
料
相
談
会

■県の法律相談【要予約】
日時：11 月８日（火）･22 日（火）、12 月 13 日（火）　
午後１時～４時　場所：ウェスタ川越４階（県川越比
企地域振興センター相談室）　問合せ：県民相談総合
センター☎ 048－830－7830

■町民法律相談【要予約】
日時：11 月７日（月）　午前 10 時～正午　場所：役
場３階 301 会議室　問合せ：総務課☎ 296－1214

■行政相談 ･人権相談【要予約】
日時：11 月 18 日（金）　午後１時～３時　場所：中
央公民館亀井分館　問合せ：総務課☎ 296－1214

　
■女性相談【要予約】
日時：11 月８日（火）、12 月 13 日（火）　午後１時～
４時　場所：役場３階 304 会議室　問合せ：総務課
☎ 296－1214

■税のことなんでも相談【要予約】
対象：町内在住・在勤者　日時：11 月８日（火）　午
前 10 時～正午　場所：役場１階相談室　申込・問
合せ：11 月４日（金）までに税務課へ☎ 296－5892（閉
庁日を除く）

■夜間納税相談（納付もできます）
日時：11 月 29 日（火） 午後５時 15 分～７時 30 分　
場所・問合せ：税務課☎ 296－5892

■障がい者・障がい児の無料出張相談会
日時：11 月 30 日（水）　午前 10 時～正午　場所：
役場３階 306 会議室　問合せ：入間西障害者相談支
援センター●身体・知的障がいに関すること☎ 283
－4700（FAX 共）●精神障がいに関すること☎ 283
－4755（FAX 共） 

■精神障がい者等コミュニティサロン
対象：町内在住の精神障がいのある方とその家族、支
援者など　日時：11 月 24 日（木）　午後１時 30 分
～午後４時　場所：町ふれあいセンター 304 会議室　
問合せ：健康福祉課☎ 296－1241

■消費生活相談
日時：11 月 10 日（木）・17 日（木）・24 日（木）・12
月１日（木）・８日（木）　午前 10 時～正午、午後１時
～３時　場所 ･問合せ：産業振興課☎ 296－5895

■生涯学習相談
日時：毎週水曜日（祝日を除く）　午後１時～４時　
場所 ･問合せ：生涯学習課☎ 296－1263

■その他相談
日時：平日（月～金曜日）　午前８時 30 分～午後５
時　場所 ･問合せ：総務課☎ 296－1214
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